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○
国
土
交
通
告
示
第

号

倉
庫
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
運
輸
省
令
第
五
十
九
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
倉
庫
業
法
第
三
条
の
登
録
の

基
準
等
に
関
す
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
九
日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

倉
庫
業
法
第
三
条
の
登
録
の
基
準
等
に
関
す
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

倉
庫
業
法
第
三
条
の
登
録
の
基
準
等
に
関
す
る
告
示
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄

に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
登
録
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
）

（
登
録
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

一

次
の
表
の
上
欄
に
定
め
る
倉
庫
の
種
類
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

一

次
の
表
の
上
欄
に
定
め
る
倉
庫
の
種
類
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

書
類

書
類

規
則
第
三
条
第
一
号

一
～
五

（
略
）

規
則
第
三
条
第
一
号

一
～
五

（
略
）

の
一
類
倉
庫
、
規
則

六

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
十
七
号

の
一
類
倉
庫
、
規
則

（
新
設
）

第
三
条
第
二
号
の
二

）
第
二
条
第
五
項
に
定
め
る
警
備
業
務
用
機
械

第
三
条
第
二
号
の
二

類
倉
庫
、
規
則
第
三

装
置
（
以
下
単
に
「
警
備
業
務
用
機
械
装
置
」

類
倉
庫
、
規
則
第
三

条
第
三
号
の
三
類
倉

と
い
う
。
）
の
設
置
そ
の
他
こ
れ
と
同
等
以
上

条
第
三
号
の
三
類
倉

庫
及
び
規
則
第
三
条

の
警
備
体
制
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書

庫
及
び
規
則
第
三
条

第
六
号
の
貯
蔵
槽
倉

類

第
六
号
の
貯
蔵
槽
倉

庫

（
削
る
）

庫

六

照
明
配
置
図
、
照
明
装
置
の
仕
様
書
そ
の
他

の
倉
庫
に
設
け
ら
れ
た
照
明
装
置
の
仕
様
の
詳

細
及
び
そ
の
位
置
を
記
載
し
た
書
類

規
則
第
三
条
第
四
号

照
明
配
置
図
、
照
明
装
置
の
仕
様
書
そ
の
他
の
倉

規
則
第
三
条
第
四
号

照
明
配
置
図
、
照
明
装
置
の
仕
様
書
そ
の
他
の
倉

の
野
積
倉
庫
及
び
規

庫
に
設
け
ら
れ
た
照
明
装
置
の
仕
様
の
詳
細
及
び

の
野
積
倉
庫
及
び
規

庫
に
設
け
ら
れ
た
照
明
装
置
の
仕
様
の
詳
細
及
び

則
第
三
条
第
五
号
の

そ
の
位
置
を
記
載
し
た
書
類
又
は
警
備
業
務
用
機

則
第
三
条
第
五
号
の

そ
の
位
置
を
記
載
し
た
書
類

水
面
倉
庫

械
装
置
の
設
置
そ
の
他
こ
れ
と
同
等
以
上
の
警
備

水
面
倉
庫

体
制
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

規
則
第
三
条
第
七
号

一

（
略
）

規
則
第
三
条
第
七
号

一

（
略
）

の
危
険
品
倉
庫

二

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六

の
危
険
品
倉
庫

二

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六

号
）
第
二
条
第
七
項
の
危
険
物
（
同
法
第
九
条

号
）
第
二
条
第
七
項
の
危
険
物
（
以
下
単
に
「

の
四
第
一
項
の
指
定
数
量
以
上
の
も
の
に
限
る

危
険
物
」
と
い
う
。
）
を
保
管
す
る
倉
庫
に
あ
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。
以
下
単
に
「
危
険
物
」
と
い
う
。
）
を
保
管

っ
て
は
、
同
法
第
十
一
条
の
規
定
に
適
合
し
て

す
る
倉
庫
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
十
一
条
の
規

い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

三

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第

三

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第

二
百
四
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
高
圧
ガ
ス
（

二
百
四
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
高
圧
ガ
ス
（

同
法
第
三
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
も
の
を

以
下
単
に
「
高
圧
ガ
ス
」
と
い
う
。
）
を
保
管

除
く
。
以
下
単
に
「
高
圧
ガ
ス
」
と
い
う
。
）

す
る
倉
庫
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
十
六
条
第
一

を
保
管
す
る
倉
庫
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
十
六

項
又
は
同
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

条
第
一
項
又
は
同
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の

適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

四

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の

四

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の

適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律

適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律

第
百
四
十
九
号
。
以
下
「
液
化
石
油
ガ
ス
保
安

第
百
四
十
九
号
。
以
下
「
液
化
石
油
ガ
ス
保
安

法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

液
化
石
油
ガ
ス
（
以
下
単
に
「
液
化
石
油
ガ
ス

液
化
石
油
ガ
ス
（
以
下
単
に
「
液
化
石
油
ガ
ス

」
と
い
う
。
）
を
保
管
す
る
倉
庫
（
同
法
第
三

」
と
い
う
。
）
を
保
管
す
る
倉
庫
に
あ
っ
て
は

十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
る

、
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て

必
要
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、

い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

同
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書

類
五

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
（
昭
和

五

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
（
昭
和

五
十
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
二
条
第
四
号
に

五
十
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
二
条
第
四
号
に

規
定
す
る
第
一
種
事
業
所
（
石
油
貯
蔵
所
等
を

規
定
す
る
第
一
種
事
業
所
（
石
油
貯
蔵
所
等
を

設
置
す
る
事
業
所
で
あ
り
、
か
つ
、
高
圧
ガ
ス

設
置
す
る
事
業
所
で
あ
り
、
か
つ
、
高
圧
ガ
ス

保
安
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を

保
安
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を

受
け
る
必
要
の
あ
る
事
業
所
で
あ
る
も
の
に
限

受
け
る
必
要
の
あ
る
事
業
所
で
あ
る
も
の
に
限

る
。
以
下
単
に
「
第
一
種
事
業
所
」
と
い
う
。

る
。
）
で
あ
る
倉
庫
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
五

）
で
あ
る
倉
庫
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
五
条
第

条
第
一
項
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証

一
項
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る

す
る
書
類
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書
類

六
～
七

（
略
）

六
～
七

（
略
）

八

土
地
に
定
着
し
た
工
作
物
で
あ
る
場
合
に
あ

（
新
設
）

っ
て
は
、
警
備
業
務
用
機
械
装
置
の
設
置
そ
の

他
こ
れ
と
同
等
以
上
の
警
備
体
制
を
有
し
て
い

る
こ
と
を
証
す
る
書
類

九

土
地
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
照
明
配
置

八

照
明
配
置
図
、
照
明
装
置
の
仕
様
書
そ
の
他

図
、
照
明
装
置
の
仕
様
書
そ
の
他
の
倉
庫
に
設

の
倉
庫
に
設
け
ら
れ
た
照
明
装
置
の
仕
様
の
詳

け
ら
れ
た
照
明
装
置
の
仕
様
の
詳
細
及
び
そ
の

細
及
び
そ
の
位
置
を
記
載
し
た
書
類

位
置
を
記
載
し
た
書
類
又
は
警
備
業
務
用
機
械

装
置
の
設
置
そ
の
他
こ
れ
と
同
等
以
上
の
警
備

体
制
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

規
則
第
三
条
第
八
号

一
～
六

（
略
）

規
則
第
三
条
第
八
号

一
～
六

（
略
）

の
冷
蔵
倉
庫

七

警
備
業
務
用
機
械
装
置
の
設
置
そ
の
他
こ
れ

の
冷
蔵
倉
庫

（
新
設
）

と
同
等
以
上
の
警
備
体
制
を
有
し
て
い
る
こ
と

を
証
す
る
書
類

（
削
る
）

七

照
明
配
置
図
、
照
明
装
置
の
仕
様
書
そ
の
他

の
倉
庫
に
設
け
ら
れ
た
照
明
装
置
の
仕
様
の
詳

細
及
び
そ
の
位
置
を
記
載
し
た
書
類

八

（
略
）

八

（
略
）

二

規
則
第
二
条
第
二
項
第
一
号
（
ハ
及
び
ヘ
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類
及
び

二

規
則
第
二
条
第
二
項
第
一
号
（
ハ
及
び
ヘ
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類
及
び

前
号
に
規
定
す
る
書
類
の
み
で
は
規
則
第
三
条
の
三
か
ら
第
三
条
の
十
二
ま
で

前
号
に
規
定
す
る
書
類
の
み
で
は
規
則
第
三
条
の
三
か
ら
第
三
条
の
十
二
に
規

に
規
定
す
る
基
準
へ
の
適
合
性
を
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は

定
す
る
基
準
へ
の
適
合
性
を
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

、
そ
の
た
め
に
必
要
な
限
度
内
で
別
途
国
土
交
通
大
臣
又
は
地
方
運
輸
局
長
が

の
た
め
に
必
要
な
限
度
内
で
別
途
国
土
交
通
大
臣
又
は
地
方
運
輸
局
長
が
指
定

指
定
す
る
書
類

す
る
書
類

（
変
更
登
録
申
請
に
係
る
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
書
類
）
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第
一
条
の
二

規
則
第
四
条
第
三
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
書
類
は
、
規
則

（
新
設
）

第
二
条
第
二
項
第
一
号
ハ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
も
の
（
第
一
条
の
四
に
定
め
る
も

の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
倉
庫
の
基
準
適
合
確
認
に
係
る
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
施
設
設
備
基
準
）

第
一
条
の
三

規
則
第
四
条
の
三
第
一
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
施
設
設
備

（
新
設
）

基
準
は
、
規
則
第
三
条
の
三
第
一
号
の
基
準
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
定
め

る
倉
庫
の
種
類
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
と
す
る
。

一
類
倉
庫
、
二
類
倉

規
則
第
三
条
の
四
第
二
項
第
十
号
の
基
準
の
う
ち

庫
、
三
類
倉
庫
及
び

第
十
条
第
二
号
に
係
る
も
の

貯
蔵
槽
倉
庫

野
積
倉
庫

規
則
第
三
条
の
七
第
二
項
第
三
号
の
基
準

水
面
倉
庫

規
則
第
三
条
の
八
第
二
項
第
三
号
の
基
準

危
険
品
倉
庫

一

規
則
第
三
条
の
三
第
二
号
の
基
準
の
う
ち
第

二
条
第
三
号
ハ
か
ら
へ
ま
で
に
係
る
も
の

二

土
地
に
定
着
し
た
工
作
物
で
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
規
則
第
三
条
の
四
第
二
項
第
十
号
の
基

準
の
う
ち
第
十
条
第
二
号
に
係
る
も
の

三

土
地
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
規
則
第
三
条

の
七
第
二
項
第
三
号
の
基
準

冷
蔵
倉
庫

一

規
則
第
三
条
の
三
第
二
項
の
基
準
の
う
ち
第

二
条
第
四
号
ニ
に
係
る
も
の

二

規
則
第
三
条
の
四
第
二
項
第
十
号
の
基
準
の

う
ち
第
十
条
第
二
号
に
係
る
も
の
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（
倉
庫
の
基
準
適
合
確
認
に
係
る
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
添
付
書
類
）

第
一
条
の
四

規
則
第
四
条
の
三
第
三
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
書
類
は
、

（
新
設
）

規
則
第
二
条
第
二
項
第
一
号
ヘ
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
定

め
る
倉
庫
の
種
類
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
類
倉
庫
、
二
類
倉

警
備
業
務
用
機
械
装
置
の
設
置
そ
の
他
こ
れ
と
同

庫
、
三
類
倉
庫
及
び

等
以
上
の
警
備
体
制
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
証
す

貯
蔵
槽
倉
庫

る
書
類

野
積
倉
庫
及
び
水
面

照
明
配
置
図
、
照
明
装
置
の
仕
様
書
そ
の
他
の
倉

倉
庫

庫
に
設
け
ら
れ
た
照
明
装
置
の
仕
様
の
詳
細
及
び

そ
の
位
置
を
記
載
し
た
書
類
又
は
警
備
業
務
用
機

械
装
置
の
設
置
そ
の
他
こ
れ
と
同
等
以
上
の
警
備

体
制
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

危
険
品
倉
庫

一

消
防
法
第
十
一
条
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る

こ
と
を
証
す
る
書
類

二

高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
十
六
条
第
一
項
又
は
同

法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
適
合
し
て

い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

三

液
化
石
油
ガ
ス
保
安
法
第
三
十
六
条
第
一
項

の
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

四

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
第
五
条

第
一
項
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す

る
書
類

五

土
地
に
定
着
し
た
工
作
物
で
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
警
備
業
務
用
機
械
装
置
の
設
置
そ
の
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他
こ
れ
と
同
等
以
上
の
警
備
体
制
を
有
し
て
い

る
こ
と
を
証
す
る
書
類

六

土
地
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
照
明
配
置

図
、
照
明
装
置
の
仕
様
書
そ
の
他
の
倉
庫
に
設

け
ら
れ
た
照
明
装
置
の
仕
様
の
詳
細
及
び
そ
の

位
置
を
記
載
し
た
書
類
又
は
警
備
業
務
用
機
械

装
置
の
設
置
そ
の
他
こ
れ
と
同
等
以
上
の
警
備

体
制
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

冷
蔵
倉
庫

一

食
品
衛
生
法
施
行
令
第
三
十
五
条
第
十
七
号

に
掲
げ
る
営
業
に
係
る
食
品
衛
生
法
第
五
十
二

条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す

る
書
類

二

警
備
業
務
用
機
械
装
置
の
設
置
そ
の
他
こ
れ

と
同
等
以
上
の
警
備
体
制
を
有
し
て
い
る
こ
と

を
証
す
る
書
類

（
倉
庫
の
施
設
及
び
設
備
に
関
す
る
法
令
の
規
定
）

（
倉
庫
の
施
設
及
び
設
備
に
関
す
る
法
令
の
規
定
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

一
～
二

（
略
）

一
～
二

（
略
）

三

規
則
第
三
条
第
七
号
に
掲
げ
る
倉
庫
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
規
定

三

第
三
条
第
七
号
に
規
定
す
る
倉
庫
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
規
定

イ
～
へ

（
略
）

イ
～
へ

（
略
）

四

規
則
第
三
条
第
八
号
に
掲
げ
る
倉
庫
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
規
定

四

第
三
条
第
八
号
に
掲
げ
る
倉
庫
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
規
定

イ
～
二

（
略
）

イ
～
二

（
略
）

（
一
類
倉
庫
の
災
害
防
止
上
有
効
な
構
造
又
は
設
備
等
）

（
一
類
倉
庫
の
災
害
防
止
上
有
効
な
構
造
又
は
設
備
等
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）
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三

危
険
物
の
製
造
所
、
貯
蔵
所
及
び
取
扱
所
、
高
圧
ガ
ス
の
製
造
所
（
冷
凍

三

消
防
法
第
二
条
第
七
項
に
定
め
る
危
険
物
の
製
造
所
、
貯
蔵
所
及
び
取
扱

の
た
め
の
も
の
を
除
く
。
）
、
販
売
所
及
び
貯
蔵
所
又
は
火
薬
類
取
締
法
（

所
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
二
条
に
定
め
る
高
圧
ガ
ス
の
製
造
所
（
冷
凍
の
た

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
二
条
に
定
め
る
火
薬
類
の
製
造
所

め
の
も
の
を
除
く
。
）
、
販
売
所
及
び
貯
蔵
所
又
は
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和

及
び
貯
蔵
所
で
あ
つ
て
倉
庫
の
外
壁
か
ら
十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
範
囲
に
存
在

二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
二
条
に
定
め
る
火
薬
類
の
製
造
所
及
び

す
る
も
の
（
以
下
「
危
険
物
等
取
扱
施
設
」
と
い
う
。
）

貯
蔵
所
で
あ
つ
て
倉
庫
の
外
壁
か
ら
十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
範
囲
に
存
在
す
る

も
の
（
以
下
「
危
険
物
等
取
扱
施
設
」
と
い
う
。
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
一
類
倉
庫
の
防
犯
措
置
）

（
一
類
倉
庫
の
防
犯
措
置
）

第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

（
削
る
）

二

侵
入
の
お
そ
れ
の
あ
る
開
口
部
に
は
鉄
格
子
を
設
け
る
等
当
該
開
口
部
か

ら
の
侵
入
を
防
ぐ
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（
削
る
）

三

夜
間
、
倉
庫
の
出
入
口
に
お
い
て
二
ル
ク
ス
以
上
の
照
度
が
確
保
で
き
る

よ
う
に
屋
外
に
照
明
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二

倉
庫
に
お
け
る
盗
難
、
火
災
等
の
事
故
の
発
生
を
警
戒
し
、
防
止
す
る
た

四

倉
庫
に
お
け
る
盗
難
、
火
災
等
の
事
故
の
発
生
を
警
戒
し
、
防
止
す
る
た

め
、
警
備
業
務
用
機
械
装
置
の
設
置
そ
の
他
こ
れ
と
同
等
以
上
の
警
備
体
制

め
、
警
備
業
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
定
め

を
有
す
る
こ
と
。

る
警
備
業
務
用
機
械
装
置
の
設
置
そ
の
他
こ
れ
と
同
等
以
上
の
警
備
体
制
を

有
す
る
こ
と
。

三

（
略
）

五

（
略
）

（
三
類
倉
庫
の
特
例
）

（
三
類
倉
庫
の
特
例
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

一
～
二

（
略
）

一
～
二

（
略
）

三

当
該
倉
庫
の
設
け
ら
れ
て
い
る
建
物
内
に
設
け
ら
れ
た
火
気
を
使
用
す
る

三

当
該
倉
庫
の
設
け
ら
れ
て
い
る
建
物
内
に
設
け
ら
れ
た
火
気
使
用
施
設
、

施
設
又
は
危
険
物
等
を
取
り
扱
う
施
設
が
不
燃
材
料
の
壁
若
し
く
は
建
築
基

業
務
上
火
気
使
用
施
設
又
は
危
険
物
等
取
扱
施
設
が
不
燃
材
料
の
壁
若
し
く

準
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
定
め
る
防
火
設
備
又
は
床
に
よ
り
区
画
さ
れ

は
建
築
基
準
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
定
め
る
防
火
設
備
又
は
床
に
よ
り

て
い
る
こ
と
。

区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

四

（
略
）

四

（
略
）
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（
野
積
倉
庫
の
防
犯
上
有
効
な
設
備
）

（
野
積
倉
庫
の
照
明
装
置
）

第
十
四
条

規
則
第
三
条
の
七
第
二
項
第
三
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
防
犯

第
十
四
条

野
積
倉
庫
の
照
明
装
置
は
、
夜
間
、
倉
庫
の
周
囲
に
お
い
て
二
ル
ク

上
有
効
な
設
備
は
、
夜
間
、
倉
庫
の
周
囲
に
お
い
て
二
ル
ク
ス
以
上
の
照
度
が

ス
以
上
の
照
度
が
確
保
で
き
る
も
の
と
す
る
。

確
保
で
き
る
照
明
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
又
は
警
備
業
務
用
機
械
装
置
の

設
置
そ
の
他
こ
れ
と
同
等
以
上
の
警
備
体
制
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
水
面
倉
庫
の
防
犯
上
有
効
な
設
備
）

（
水
面
倉
庫
の
照
明
装
置
）

第
十
七
条

規
則
第
三
条
の
八
第
二
項
第
三
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
防
犯

第
十
七
条

水
面
倉
庫
の
照
明
装
置
は
、
夜
間
、
倉
庫
の
周
囲
に
お
い
て
二
ル
ク

上
有
効
な
設
備
は
、
夜
間
、
倉
庫
の
周
囲
に
お
い
て
二
ル
ク
ス
以
上
の
照
度
が

ス
以
上
の
照
度
が
確
保
で
き
る
も
の
と
す
る
。

確
保
で
き
る
照
明
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
又
は
警
備
業
務
用
機
械
装
置
の

設
置
そ
の
他
こ
れ
と
同
等
以
上
の
警
備
体
制
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
ト
ラ
ン
ク
ル
ー
ム
の
認
定
の
基
準
）

（
ト
ラ
ン
ク
ル
ー
ム
の
認
定
の
基
準
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）

一
～
二

（
略
）

一
～
二

（
略
）

三

規
則
第
三
条
の
四
第
二
項
各
号
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

三

第
三
条
の
四
第
二
項
各
号
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


